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籾米等飼料の農薬や有害物質の指導基準等の一部改正について 
 
このことについて、①平成 24 年 12 月 17 日付け 24 消安第 4304 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から別添①のとおり、また②同日付け 24 消安第 4222

号及び 24 生畜第 1700 号をもって、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長

及び同局畜水産安全管理課長、生産局農産部穀物課長及び畜産部畜産振興課長

から別添②のとおり通知がありました。貴会会員への周知方よろしくお願いし

ます。 

このたびの通知は、①では、今般、稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米における

農薬の残留実態等について、新たな試験結果が集積されたことから、「飼料の有

害物質の指導基準の制定について（昭和 63 年 10 月 14 日付け 63 畜Ｂ第 2050

号農林水産省畜産局長通知）」の指導基準を追加することとし、当該通知を別紙

のとおり改正することを各都道府県宛に通知した旨を、②では、今般、籾米へ

の農薬残留にかかる新たな知見が得られた３物質（ＡＣＮ（キノクラミン）、シ

メコナゾール、メトミノストロビン）については、「飼料として使用する籾米へ

の農薬の使用について(平成 21 年 4 月 20 日付 21 消安第 658 号・21 生畜第 223

号関係課長通知)」に基づいた低減化の措置を求めないことを、別添のとおり当

該通知を改正する旨を、了知の上、本会会員に対し周知徹底するよう協力を依

頼されたものです。 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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